
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強
制
抑

留
者
、
引
揚
者
の
皆
様
へ

　

旧
軍
人
等
で
恩
給
等
を
受
け
て
い

な
い
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
、
ソ
連
や

モ
ン
ゴ
ル
に
強
制
抑
留
さ
れ
た
者
、

終
戦
に
伴
い
本
邦
以
外
の
地
域
か
ら

引
揚
げ
ら
れ
て
こ
ら
れ
た
者
の
「
ご

本
人
」
に
、
あ
ら
た
め
て
慰
藉
の
念

を
表
す
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
名
の

『
特
別
慰
労
品
』を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

　

過
去
に
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状

等
を
受
け
た
方
、
書
状
等
の
請
求
を

し
な
か
っ
た
方
も
対
象
で
す
。

　

請
求
書
は
、
役
場
住
民
福
祉
課
の

窓
口
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

　

請
求
期
間
は
、
平
成　

年
４
月
１

19

日
か
ら
平
成　

年
３
月　

日
ま
で
で

21

31

す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別

基
金

　

℡
０
１
２
０
―
２
３
４
―
９
３
３

（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

（
月
〜
金　

午
前
９
時　

分
〜

15
午
後
５
時　

分
）

15

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.heiw

a.go.jp

調
理
師
試
験
の　
　
　
　
　
 

実
施
に
つ
い
て

　

平
成　

年
度
調
理
師
試
験
を
次
の

19

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

◆
試
験
日
時　

８
月　

日
（
水
）

29

　
　
　

午
後
１
時　

分
〜
午
後
４
時

30

◆
試
験
地　

札
幌
市

◆
受
験
資
格　

中
学
校
若
し
く
は
こ

れ
に
準
ず
る
学
校
を
卒
業
し
、
平
成

　

年
６
月
１
日
ま
で
に
２
年
以
上
調

19理
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
方

◆
受
験
願
書
受
付
期
間

　

５
月
７
日（
月
）〜
６
月
１
日（
金
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

後
志
保
健
福
祉
事
務
所
保
健
福
祉
部

（
倶
知
安
保
健
所
）

　

健
康
推
進
課
健
康
増
進
係

℡
０
１
３
６
―
２
３
―
１
９
５
２

　

余
市
支
所

℡
０
１
３
５
―
２
３
―
３
１
０
４

 

労
災
か
く
し
は
犯
罪
で
す

　

事
業
主
は
、
労
働
者
が
労
働
災
害

に
あ
っ
て
休
業
・
死
亡
し
た
場
合
、

所
轄
の
労
働
基
準
監
督
署
に
「
労
働

者
死
傷
病
報
告
書
」
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
労
働
災
害
に
健
康
保
険
は

使
え
な
い
、
使
わ
な
い
。

労
働
災
害
の
受
診
は
労
災
保
険

で
！

　

労
災
保
険
の
請
求
手
続
き
に
つ
い

て
は
、
労
働
基
準
監
督
署
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

小
樽
労
働
基
準
監
督
署
第
３
課

　

℡
０
１
３
４
―
３
３
―
７
６
５
１

漁
業
研
修
所
研
修

　

北
海
道
立
漁
業
研
修
所
は
、
漁
業

の
振
興
お
よ
び
漁
村
の
活
性
化
を
担

う
漁
業
就
業
者
を
育
成
す
る
た
め
、

平
成　

年
度
漁
業
研
修
を
実
施
し
ま

19

す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
研
修
科
目
が
あ
り
、

期
間
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
。
詳

し
く
は
道
立
漁
業
研
修
所
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

北
海
道
立
漁
業
研
修
所

℡
０
１
３
７
２
―
７
―
５
１
１
１

平
成　

年
の
歌
会
始
の
お
題

20

及
び
詠
進
歌
の
詠
進
要
領

１　

平
成　

年
歌
会
始
の
お
題

20

　
「
火
」
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

２　

詠
進
歌
の
詠
進
要
領

�
お
題
を
詠
み
込
ん
だ
自
作
の
短
歌

で
一
人
一
首
と
し
、
未
発
表
の
も

の
に
限
り
ま
す
。

�
書
式
は
、
半
紙
（
習
字
用
半
紙
）

を
横
長
に
用
い
、
右
半
分
に
お
題

と
短
歌
、
左
半
分
に
郵
便
番
号
、

住
所
、電
話
番
号
、氏
名（
本
名
、ふ

り
が
な
つ
き
）、生
年
月
日
及
び
職

業
（
な
る
べ
く
具
体
的
に
）
を
縦

書
き
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。

�
用
紙
は
、
半
紙
と
し
、
毛
筆
で
自

書
し
て
く
だ
さ
い
。

３　

注
意
事
項

　

次
の
場
合
に
は
、
詠
進
歌
は
失
格

と
な
り
ま
す
。

�
お
題
を
詠
み
込
ん
で
い
な
い
場
合

�
一
人
で
二
首
以
上
詠
進
し
た
場
合

�
既
に
発
表
さ
れ
た
短
歌
と
同
一
又

は
著
し
く
類
似
し
た
短
歌
で
あ
る

場
合

�
歌
会
始
の
行
わ
れ
る
以
前
に
、
新

聞
、
雑
誌
そ
の
他
の
出
版
物
、
年

賀
状
等
に
よ
り
発
表
し
た
場
合

�
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
職
業

を
書
い
て
い
な
い
も
の
そ
の
他
こ

の
詠
進
要
領
に
よ
ら
な
い
場
合

４　

詠
進
の
期
間

９
月　

日
ま
で
と
し
、
郵
送
の
場

30

合
は
消
印
が
９
月　

日
ま
で
の
も

30

の
を
有
効
と
し
ま
す
。

５　

郵
便
の
あ
て
先

〒
１
０
０
―
８
１
１
１　

宮
内
庁

※
封
筒
に
「
詠
進
歌
」
と
書
き
添

え
て
く
だ
さ
い
。

※
詠
進
歌
は
、
小
さ
く
折
っ
て
封

入
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

６　

問
い
合
わ
せ

直
接
、
宮
内
庁
式
部
職
あ
て
に
、

郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
を
書
き
、

返
信
用
切
手
を
は
っ
た
封
筒
を
添

え
て
、
９
月　

日
ま
で
。

20

ま
た
、
宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

自
衛
官
を
募
集
し
ま
す

　

２
等
陸
・
海
・
空
士
募
集
し
ま
す
。

◆
身
分　

特
別
職
国
家
公
務
員

◆
資
格　
　

歳
以
上　

歳
未
満

18

27

◆
試
験
日　

受
付
時
お
知
ら
せ

【
問
い
合
わ
せ
先
】

自
衛
隊
札
幌
地
方
連
絡
部

　

小
樽
募
集
事
務
所

℡
０
１
３
４
―
２
２
―
５
５
２
１

��

�������	���


�

�
�
�
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春の地域
　　交通安全運動

　５月11日（金）～
５月20日（日）

運動スローガン
「みんなで築こう 安全で安心な大地」
　
　運動期間中、空き巣などの侵入犯罪やひったく

りなどの街頭犯罪を未然に防止するための防犯診

断や防犯パトロール、子どもを犯罪から守るため

の対策など、さまざまな活動を行います。多くの

皆さんの参加をお願いします。

【余市警察署・積丹町】

「積丹町国民保護計画」
を策定しました

　平成16年９月、国民保護法

が施行されました。

　国民保護とは、この法律に基づき、外国からの武

力攻撃を受けた場合や大規模テロが発生した場合に、

国や道、市町村などが、住民の生命、身体及び財産

を保護することをいいます。

　町では、万が一、こうした事態が発生した場合、

住民の避難や救援、被害の最小化などを行うための

「積丹町国民保護計画」を本年３月に策定しました。

　計画の内容については、町役場総務課、入舸支所

および余別支所に計画書を備え置いておりますので、

ご覧ください。

【問い合わせ先】町役場総務課（℡ 44-2111）

�������
�������	
�
�
　後志管内16町村により構成される後
志広域連合が、４月24日設立しました。
　これに伴い、滞納税については同連合
に引継ぎを行い、同連合により「給与・
預貯金」などの差押えが行われます。
（「後志広域連合」については、広報６月号で詳しく
お知らせします。）

�������	
���	���������
診療時間　午前９時～12時

電話番号住　　　所医　院　名月　日

42-3993古平町大字浜町165デュオ歯科医院　５月３日

23-2633余市町大川町８丁目40－１ねりあい歯科医院５月４日

23-2633余市町大川町８丁目40－１ねりあい歯科医院５月５日

５月21日（月）～５月27日（日）は「春の行政相談週間」です。
―身近な問題の解決に取り組んでいます―

　国の行政に関する苦情や意見・要望等をお聴きしています。
　毎日の暮らしの中で、国の役所や公団等が行っている仕事やその手続き、サービスについて、困っている
こと、納得できないこと、こうしてほしいなどがありましたら、お気軽にご相談ください。
����������������　老人保健・福祉、道路、年金、登記、郵便・貯金、
　　　　　　　　　　　　　　　　消費者保護、雇用保険、役所の窓口サービスなど

―相談は無料です。また、秘密は守ります。―

�������	　　氏　名　　播　磨　修　一　さん　　　　 
　　　　　　　　　住　所　　積丹町大字美国町字船澗169番地
　　　　　　　　　電　話　　0135-44-2076　　　　　　　　 

　なお、函館行政評価分室においても、文書、電話、ＦＡＸ、インターネットなどで行政相談を受付してお
ります。
�������	
�　　所在地：〒040-0032　函館市新川町25－18
　　　　　　　　　　　電　話：0138-23-0909　　ＦＡＸ：0138-23-0919
　　　　　　　　　　　インターネット：http://www.soumu.go.jp
　　　　　　　　　　　「行政苦情１１０番」は、0570－090110で受付しております。
　　　　　　　　　　　※受付時間：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　　　　　（土日、祝祭日及び夜間は留守番電話にて対応）


